
日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

付
、
永
仁
四
年
具
注
暦
に
よ
る
三
才
之
巻
の
考
察太

田

晴

道

は
じ
め
に

沼
津
市
、
大
本
山
光
長
寺
に
は
日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
と
ラ
ベ
ル
の
貼
ら
れ
た
巻
子
本

（巻
物
）

一
巻
が
あ
る
。

こ
の
本
は
日
法
聖
人
に
よ
る
写
本
で
、
天
象

・
地
儀

・
帝
道
の
二
部
に
分
け
て
和
漢
の
典
籍
か
ら
関
連
す
る
文
章
を
抄
録
し
た
も
の
で

あ
る
。
内
容
、
特
に
国
史
関
係
史
料
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
西
徹
龍
先
生
の
発
表
が
あ
る
の
で
割
愛
す
る
が
、
価
値
と
し
て

は
日
法
聖
人
の
御
真
筆
で
あ
る
こ
と
を
別
と
し
て
、
稀
胡
本
、
孤
本
の
可
能
性
が
高
く
、
国
文
学

・
国
史
学
等
の
研
究
に
一
石
を
投
ず
る

貴
重
な
古
抄
本
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

『天
地
人
三
才
之
巻
』
（以
下

『三
才
之
巻
』
と
略
称
）
は
、
紙
背
に
具
注
暦
を
存
し
て
い
る
。
具
注
暦
と
は
暦
注
が

詳
し
く
記
入
さ
れ
て
い
る
暦
を
い
い
、
普
通
は
巻
首
に
暦
序
、
巻
尾
に
暦
跛
が
あ

っ
て
、
何
年
の
暦
か
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら

『三
才
之
巻
』
紙
背
の
具
注
暦
に
は
、
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
な
く
、
普
通
に
見
た
だ
け
で
は
何
年
の
暦
か
わ
か
ら
な
い
。

一
四
三



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

『三
才
之
巻
』
の
紙
背
に
具
注
暦
が
あ
る
こ
と
は
、
本
書
を
拝
見
し
た

一
部
の
人
々
に
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
今
ま
で
そ
れ
に
つ
い
て

具
体
的
に
述
べ
た
論
稿
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
管
見
で
は
唯

一
人
、
稽
田
海
素
先
生
が
昭
和
十

一
年
に

「祀
書
鑽
仰
史
談

（第
四
回
ご

の
中
で
、
ど
一才
要
文
　
一
巻
　
十
七
枚
余
、
こ
れ
は
暦
の
裏

へ
書
い
た
も
の
で
暦
は
永
仁
四
年
の
も
の
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
さ
す
が

稲
田
先
生
と
頭
の
下
が
る
思
い
で
あ
る
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
も
簡
潔
す
ぎ
、
紙
数
や

「永
仁
四
年
」
の
比
定
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
考

証
、
説
明
を
欠
い
て
お
ら
れ
る
の
が
残
念
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
は
筆
者
が
平
成
七
年
八
月
、
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
で

コ
天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
具
注
暦
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
表
し
た

も
の
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
表
時
に
お
い
て
は
相
田
先
生
の
論
稿
を
存
知
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
は
紙
背
の
具
注
暦
を

「永
仁

四
年
」
に
比
定
、
力
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
先
生
の
論
稿
に
接
し
、
そ
の
発
表
が
最
初
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
稲
田
先
生
は
何
故
に

「永
仁
四
年
」
と
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
。
す
で
に
故
人
と
な
ら
れ
た
先

生
に
、
伺
う
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る
。
暦
に
詳
し
い
人
は
、
年
次
に
記
さ
れ
て
い
な
い
暦
で
も
、
案
外
容
易
に
年
次
を
推
定
で
き
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
、
暦
に
詳
し
く
な
い
人
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

『三
才
之
巻
』

紙
背
の
具
注
暦
は
欠
失
や
錯
簡
が
見
ら
れ
、
完
全
な
姿
を
現
わ
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
面
が
裏
打
紙
で
お
お
わ
れ
て
い
て
見
え
な
い
部

分
も
あ
る
。
何
故

「永
仁
四
年
」
の
具
注
暦
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
か
、
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

筆
者
は
暦
に
つ
い
て
詳
し
く
な
い
が
、
本
稿
は
紙
背
の
具
注
暦
の
欠
失
を
補
い
、
錯
簡
を
正
し
て
暦
の
復
元
を
試
み
、
こ
の
具
注
暦
が

前
に
稽
田
先
生
が
述
べ
ら
れ
た

「永
仁
四
年
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
、
自
分
の
方
法
で
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
結
果
か
ら
、
表
で
あ
る

『三
才
之
巻
』
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
。



一　
紙
背
具
注
暦
の
復
元

ま
ず
本
書
の
紙
数
で
あ
る
が
、
詳
細
に
原
本
を
拝
見
し
た
と
こ
ろ
、　
一
行
ま
た
は

一
行
半
ほ
ど
の
断
簡
四
紙
を
含
む
実
際
の
紙
数
は
、

全
二
十
四
紙
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
紙
数
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
注
暦
の
本
来
の
形
態
と
、

そ
れ
を
翻
し
て
写
本
に
利
用
し
た

『三
才
之
巻
』
の
形
態
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。　
一
年
分

一
巻
、
あ
る
い
は
半
年
分
ず
つ

全
二
巻
の
具
注
暦
は
継
紙
で
、
巻
子
本
の
形
態
を
し
て
い
る
。
反
故
と
な
っ
た
具
注
暦
の
裏
を
、
巻
子
本
の
形
で
再
利
用
す
る
場
合
は
そ

の
ま
ま
で
よ
い
が
、
冊
子
本
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
巻
子
本
を
裁
断
す
る
か
継
目
か
ら
は
が
す
か
で
あ
っ
て
、

前
者
の
場
合
は
冊
子
本
の

一
紙
が
巻
子
本
の

一
紙
よ
り
小
さ
く
な
る
か
、
又
は
冊
子
本
の

一
紙
に
巻
子
本
の
名
残
り
の
継
目
が
有
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
継
目
の
無
い
、
巻
子
本
の
本
来
の
一
紙
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
と
も
、
整
本
す
る
際
は
小
口

を
落
と
す
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
で

『三
才
之
巻
』
紙
背
の
具
注
暦
を
見
る
と
、　
一
行
ま
た
は

一
行
半
ほ
ど
の
断
簡
が
四
紙
あ
り

（さ
ら
に
、　
一
行
半
の
断
簡

一
紙

が
欠
失
）、
自
然
に
で
き
た
断
簡
で
は
な
く
、
規
則
正
し
く
裁
断
さ
れ
た
断
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
推
測
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
具
注
暦
を
反
故
に
し
て
冊
子
本
と
し
て
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
裁
断
者
は
ま
ず
、
巻
首
の
八
双
部
分

（あ
る
い
は
第

一
紙

暦
序
の
破
損
部
分
か
）
を
切
断
除
去
し
た
上
で
所
定
の

一
紙
を
裁
断
、
続
い
て
第
二
紙
分
を
同
じ
大
き
さ
に
裁
断
、
同
様
に
第
二
紙
分
…
…

と
裁
断
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
冊
子
本
と
し
て
の
料
紙

一
紙
に
は
、
本
来
の
巻
子
本
の
継
目
が
残

っ
た
わ
け
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
ｆ
一才
之
巻
』
の
料
紙

一
紙
は
二
紙
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
う
ち
の
小
さ
い
方
が
紙
背
具
注
暦
の
一
行
ま
た
は

一
行
半
ほ

ど
の
断
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

（本
来

の
姿
）

裁断＼ /継 目 裁断＼ /継 目 裁断＼ /継 目

～%2

半

④
V

一
四
六

〔巻首〕

暦

　

序

①



た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
裁
断
の
仕
方
は
全
巻
に
わ
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
存
の
十
三
紙
分
ほ
ど
は
継
目
か
ら
は
が
し
て
冊
子

本
の

一
紙
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
再
利
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
具
注
暦
の

一
紙
が
、
そ
の
ま
ま
冊
子
本
の
料
紙

一
紙
と
な
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
ま
た
、
冊
子
本
と
し
て
利
用
し
て
い
る
う
ち
に
破
れ
て
、　
一
紙
が
二
紙
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
裁
断
し
て
料
紙
と
し
た
も
の

は
現
存
の
紙
数
で
三
紙
と
な
る
わ
け
で
、
は
が
し
て
料
紙
と
し
た
も
の
は
二
紙
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
ヨ
一才
之

巻
』
の
現
状
の
紙
数

（残
存
の
紙
数
）
は
全
二
十
四
紙
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
断
し
て
利
用
し
た

一
紙
、
は
が
し

て
利
用
し
た

一
紙
と
い
う
、
冊
子
本
と
し
て
の
本
来
の
料
紙
は
、
す
で
に
小
西
先
生
が
指
摘
さ
れ
た

「全
十
八
紙
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

具
注
暦
の
復
元
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
欠
失
し
て
い
る
暦
序
や
、
十
二
月
分

・
暦
跛
を
考
え
る
と
原
形
は
全
二
十

一
紙
で
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

長
々
と
紙
数
に
つ
い
て
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
紙
背
の
具
注
暦
に
錯
簡
が
あ
る
た
め
、
復
元
を
行
う
上
で
紙
数
番
号
が
大

き
く
関
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
ま
ず
表

一
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
紙
数
番
号
は
表
の

『三
才
之
巻
』
巻
首
第

一
紙

よ
り
振

っ
て
い
る
の
で
、
紙
背
は
同
番
号
で
、
順
序
は
逆
と
な
る
。

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

一
四
七



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

表

一　

具
注
暦
残
存
月
日
表

一
四
八

※
（半
）
は
半
行
で
、
裁
断
さ
れ
て
半
行
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

※
原
形
紙
数
は
表

の

『
天
地
人
三
才
之
巻
』
の
原
形
紙
数
番
号
で
あ
る
。

紙
数
番
号

４
／
１９
丁
巳

・
±

ｏ
建
～
４
／
２５

（半
）
癸
亥

・
水

・
破

４
／
６
甲
辰

・
火

・
閉
～
４
／
１３
辛
亥

金

破

４
／
４

（半
）
壬
寅

・
金

・
収
、
４
／
５
癸
卯

・
金

・
開

３
／
１９
丁
亥

ｏ
土

・
危
～
３
／
３０
戊
成

～
４
／
４

（半
）
壬
寅

・
金

・
収

木

・
執
、
「
四
月
大
建
」
癸
巳
、
４
／
１
己
亥

・
木

・
破

３
／
１７

（半
）
乙
西

・
水

・
執
、
３
／
１８
丙
成

・
±

ｏ
破

３
／
９

（半
）
丁
丑

・
水

収
～
３
／
１７

（半
）
乙
酉

・
水

・
執

１
／
２５
甲
午

・
金

・
平
～
１
／
３０
己
亥

・
木

ｏ
成
、

～
２
／
１０
己
酉

・
土

・
破

「
二
月
小
建
」
辛
卯
、
２
／
１
庚
子

・
土

・
収

１
／
２４
癸
巳

ｏ
水

・
平

１
／
６
乙
亥

・
火

・
収
～
１
／
２３
壬
辰

・
水

ｏ
満

３
／
１
己
巳

・
木

・
除
～
３
／
９

（半
）
丁
丑

ｏ
水

・
収

２
／
２９

（半
）
戊
辰

・
木

・
建
、
ョ
一月
大
建
」
壬
辰

２
／
１２

（半
）
辛
亥

・
金

・
成
～
２
／
２９

（半
）
戊
辰

ｏ
木

建

月
日

ｏ
干
支

・
納
音

（五
行
）
・
十
二
直

原
形
紙
数



ｎ
／
‐２
丁
丑

・
水

ｏ
除
～
１１
／
２９
甲
午

・
金

・
破
、
「十
二
月
大
建
」
（半
）
辛
丑

１０
／
２５

（半
）
庚
申
・
木
・収
～
１０
／
３０
乙
丑
・
金
ｏ満
、
「十

火

・
平
～
ｎ
／
Ｈ
丙
子

・
水

・
建

一
月
小
建
」
庚
子
、
Ｈ
／
１
丙
寅
・

１０
／
７
壬
寅

・
金

・
平
～
１０
／
２５

（半
）
庚
申

ｏ
木

・
収

９
／
１９
乙
酉

・
水

・
閉
～
９
／
２９
乙
未

・
金

～
１０
／
６
辛
丑

・
±

ｏ
満

収
、
「十
月
大
建
」
己
亥
、
１０
／
１
丙
申

・
火

・
開

「九
月
小
建
」
（半
）
戊
成
、
９
／
１
丁
卯

・
火

・
執
～
９
／
１８
甲
申

・
水

ｏ
開

８
／
１３

（半
）
己
酉

・
土

・
建
～
８
／
３０
丙
寅

・
火

・
執
、
「九
月
小
建
」
（半
）
戊
成

７
／
２６
癸
巳
・
水

・
収
～
７
／
２９
丙
申

～
８
／
１３

（半
）
己
酉

・
±

ｏ
建

火

・
建
、
「
八
月
大
建
」
丁
酉
、
８
／
１
丁
酉
ｏ
火
・
建

７
／
６
癸
酉

・
金

・
除
～
７
／
２５
壬
辰

※
７
／
１９
は
７
／
２０
欄
に
追
記

水

成

６
／
１９
丙
辰

・
土

・
収
～
６
／
３０
丁
卯

・
火

～
７
／
５
壬
申

・
金

・
建

危
、
「七
月
小
建
」
丙
申
、
７
／
１
戊
辰

。
木

・
成

「六
月
大
建
」
（半
）
乙
未
、
６
／
１
戊
成

・
木

・
平
～
６
／
１８
乙
卯

・
水

・
成

５
／
１２
庚
辰

・
金

ｏ
開
～
５
／
２９
丁
酉

ｏ
火

・
満
、
「六
月
大
建
」
（半
）
乙

・
未

４
／
２５

（半
）
癸
亥

・
水

・
破
～
４
／
３０
戊
辰

・
木

・

木

。
閉
～
５
／
Ｈ
己
卯

・
±

ｏ
収

開
、
「五
月
小
建
」
甲
午
、
５
／
１
己
巳
・

1

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

一
四
九



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

こ
の
よ
う
に
、
ど
一才
之
巻
』
の
紙
背
は
全
面
が
具
注
暦
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。　
一
行
の
上
か
ら
二
十
七
宿

ｏ
七
曜
ｏ
日
付

・
干
支

ｏ

納
音

・
十
二
直

・
節
気

・
七
十
二
候
の
順
に
記
さ
れ
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
暦
注
が
あ
る
。
間
空
き
な
し
の
具
注
暦

（日
付
と
日
付
の
間

に
、
書
き
込
み
が
で
き
る
よ
う
に
数
行
の
余
白
を
と
っ
て
い
な
い
暦
）
で
、
二
十
七
宿
と
七
曜
は
日
付
の
上

（天
界
の
上
）
に
朱
で
並
記

さ
れ
て
い
る
。
特
に
七
曜
は

「日
」
を
古
来
の
名
称
で
あ
る

「蜜
」
の
字
を
用
い
て
い
る
。

ま
た
、
表

一
に
よ
っ
て
、　
一
部
に
錯
簡
と
欠
失
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
錯
簡
が
見
ら
れ
る
の
は
第
二
十
四
紙
か
ら
第
十
九
紙
ま
で
で
、

原
形
紙
数
で
は
第
十
五
か
ら
第
十
八
紙
に
相
当
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
小
西
先
生
が
表
の

『三
才
之
巻
』
の

「内
容
の
検
討
か
ら
、

第
十
五
紙
以
下
に
錯
簡
が
あ
る
が
、
文
章
は
続
い
て
い
る
た
め
復
元
で
き
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
に
符
合
す
る
。
日
法
聖
人
は

『三

才
之
巻
』
を
筆
写
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
具
注
暦
を
裁
断
ま
た
は
は
が
し
て
料
紙
に
利
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
紙
を
順
不
同
で
用
い
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
具
注
暦
の
巻
尾
の
方
よ
り
順
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
、
裏
の
具
注
暦
を
復
元
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
表
の

『三
才
之
巻
』
の
復
元
が
可
能
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
欠
失
部
分
を
見
て
み
た
い

（表
二
）。

①
の
暦
序
と
②
は
本
来
、
第

一
紙
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
③
の

一
行
半
は
原
形
第
十
七
紙
に
続
く
も
の
で
、
前
述
し
た
裁
断
に
よ
っ

て
生
じ
た
断
簡
で
あ
る
。
継
目
が
は
が
れ
て
欠
失
し
た
も
の
で
あ
る
。
④
は
第
十
四
紙
に
続
く
も
の
で
、
⑤
は
第
十
三
紙
の
前
に
く
る
も

の
で
あ
る
。
④
と
⑤
は
原
形
第
十
三
紙
の
内
で
、
第
十
四
紙
と
第
十
三
紙
は
本
来

一
紙

（原
形
第
十
二
紙
）
で
、
袋
綴
に
な
っ
て
い
た
折

目
が
裂
け
て
二
紙
と
な
り
、
さ
ら
に
④
と
⑤
が
失
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑥
は
失
わ
れ
た
十
二
月
分
で
、
月
名
の
半
分
と

一
日
か
ら

十
八
日
頃
ま
で
記
さ
れ
た

一
紙
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
⑦
と
③
は

一
紙
で
、
十
二
月
の
残
り
と
暦
跛
が
あ

っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

七
月
十
九
日
分
は
書
き
落
と
し
た
よ
う
で
、
「廿
日
」
の
欄
の
右
に
書
き
加
え
て
あ
る
。



表
二
　
具
注
暦
欠
失
表

③ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
番

号

〔暦
跛
〕

・２
／
・９
？
癸
丑

・
木

・
建
～
１２
／
３０
甲
子

・
金

・
閉

「十
二
月
大
建
」
（半
）
辛
丑
、
１２
／
１
乙
未

・
金

。
危
～
１２
／
‐８
？
壬
子

・
木

・
閉

４
／
１５
癸
丑

・
木

・
成
～
４
／
１８
丙
辰

ｏ
土

・
閉

４
／
１４
壬
子

・
木

・
危

２
／
Ｈ
庚
成

・
金

・
危
、
２
／
１２

（半
）
辛
亥

・
金

・
成

「正
月
大
建
」
庚
寅
、
１
／
１
庚
午

・
土

・
定
～
１
／
５
甲
成

・
火

・
成

〔暦
序
〕

月
日

ｏ
干
支

・
納
音

（五
行
）
ｏ
十
二
直

以
上
の
調
査
結
果
か
ら
、
こ
の
具
注
暦
を
復
元
す
る
と
、
表
三
の
よ
う
に
な
る
。

表
三
　
具
注
暦
の
復
元

※
○
囲
数
字
は
欠
失
部
分

（欠
失
表
の
番
号
）。

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

一
五

一

原形紙数 紙数番号

欠失
①

②

③

④

⑤

1

欠失 ⑥

欠失
⑦

③



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

現
状
の
紙
数
は
全
二
十
四
紙
で
あ
る
が
、
原
形
紙
数
は
全
十
八
紙
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
欠
失
し
た
部
分
を
加
え
れ
ば
、

原
形
は
全
二
十

一
紙
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一　
紙
背
具
注
暦
の
年
次
推
定

次
に
、
こ
の
紙
背
具
注
暦
は
、
何
年
の
暦
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

復
元
し
た
具
注
暦
に
よ
っ
て
、
月
の
大
小
を
見
る
と
、
表
四
の
よ
う
に
な
る
。

表
四
　
復
元
具
注
暦
に
見
る
月
の
大
小

※
見
や
す
く
す
る
た
め
、
大
の
月
を
○
で
囲
ん
だ
。

大
小 月

大 ①

/Jヽ

大 ③

大 ④

/Jヽ

大 l⑥

/Jヽ

大 l③

/」ヽ

大 ⑩

′
‥
句

大 ⑫

つ
ま
り
、
大
の
月
は
正
月

・
二
月

・
四
月

・
六
月

・
八
月

・
十
月

ｏ
十
二
月
と
い
う
こ
と
に
な
る

（大
の
月
と
は

一
カ
月
が
三
十
日
、

小
の
月
は
二
十
九
日
の
月
で
あ
る
）。

こ
の
暦
の
裏

（現
在
は
表
に
な
る
）
に
書
か
れ
た

『三
才
之
巻
』
の
筆
者
は
日
法
聖
人
で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ
の
具
注
暦
は
日
法
聖
人

ご
遷
化
以
前
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
日
法
聖
人
は
暦
応
四
年

（
一
三
四

一
）
正
月
五
日
に
八
十
三
歳
で
ご
遷
化
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
暦
は
北
朝
年
号
の
暦
応
四
年
以
前
の
具
注
暦
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
月
の
大
小
に
注
目
し
て
、
暦
応
以
前
の
月
の
配
当
を
調
べ
て
見
る
と
、
永
仁
四
年

（
一
二
九
六
）
と
弘
安
十
年

（
〓

一八
七
）、
さ
ら

に
遡
る
と
文
暦
元
年

（
一
二
三
四
）
が
同
じ
配
当
と
な
る
。



前
記
の
三
候
補
の
中
で
、
最
も
古
い
文
暦
元
年
は
日
法
聖
人
誕
生
の
二
十
五
年
も
前
で
あ
る
か
ら
、　
一
応
候
補
か
ら
外
し
て
し
か
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
何
故
か
と
い
う
と
、
暦
と
い
う
も
の
は
他
の
文
書
と
異
り
、
そ
の
年
が
過
ぎ
れ
ば
直
ち
に
不
要
と
な
る
も
の
で
、
紙
の
貴

重
な
時
代
に
は
別
の
文
書
の
料
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
紙
背
文
書

（裏
文
書
）
は
表
の
文
書
が
書
か

れ
た
時
期
よ
り
、
そ
ん
な
に
古
く
な
い
こ
と
が
通
例
で
あ
る
か
ら

（古
い
場
合
も
あ
る
）、
暦
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
は
弘
安
十
年
と
永
仁
四
年
の
両
年
に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

両
年
の
月
日
と
干
支
を

『日
本
暦
日
総
覧
』
（具
注
暦
篇

・
中
世
前
期
）
と

『日
本
陰
陽
暦
日
対
照
表
』
（下
巻
）
に
も
と
づ
き
、
紙
背

具
注
暦
の

一
部
と
対
照
し
た
も
の
が
表
五
で
あ
る
。

表
五
　
干
支
対
照
表

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

一
五

三

紙背具注暦 弘安10年 永仁 4年

(2月 小)

2/1:庚子

2/2:辛丑

2/3:壬寅

2/4:癸卯

2/5:甲辰

2/6:乙 巳

壬戌

癸亥

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

(5月 小)

5/1:己 巳

5/2:庚午

5/3:辛未

5/4:壬申

5/5:癸酉
5/6:甲戌

辛卯

壬辰

癸巳

甲午

乙未

丙申

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲成

(8月大)

8/1:丁酉
8/2:戊戌

8/3:己亥

8/4:庚子

8/5:辛丑

8/6:壬寅

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

甲子

丁西

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

こ
の
紙
背
具
注
暦
は
、
月
名
に
二
行
分
を
使
用
し
、　
一
日
分
が

一
行
の
墨
界

（罫
線
）
内
に
記
入
さ
れ
て
い
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
界

線
の
上
に
二
十
七
宿
と
七
曜
が
並
記
さ
れ
て
お
り
、
以
下
日
付

・
干
支
…
…
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
上
部
の
方
の
傷
み
が
ひ
ど
い
た
め
、

裏
打
紙
も
上
部
の
方
が
厚
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
上
部
の
方
が
読
み
に
く
く
、
表
五
は
比
較
的
良
く
見
え
る
第
十
九
紙
の
二
月
初

め
、
第
十
二
紙
の
五
月
初
め
、
第
七
紙
の
八
月
初
め
部
分
を
抽
出
し
て
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

結
果
は
見
た
通
り
で
、
二
月

一
日
は
庚
子
で
永
仁
四
年
二
月

一
日
の
庚
子
に
、
五
月

一
日
己
巳
は
同
年
五
月

一
日
己
巳
に
、
八
月

一
日

丁
酉
は
同
年
八
月

一
日
丁
酉
に

一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
具
注
暦
は
永
仁
四
年
の
も
の
に
相
違
な
い
こ
と
が
証
明
で
き
た
わ
け
で

あ
る
。

ち
な
み
に
、
候
補
か
ら
外
し
た
文
暦
元
年
は
、
二
月

一
日
が
庚
午
、
五
月

一
日
は
己
亥
、
八
月

一
日
は
丁
卯
で
あ
っ
て
紙
背
具
注
暦
と

一
致
し
な
い
。
や
は
り
、
紙
背
具
注
暦
は
永
仁
四
年
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
文
暦
元
年
か
ら
さ
ら
に
六
十
二
年
遡
る
承
安
二
年

（
一
一
七
二
）
も
月
の
大
小
は
永
仁
四
年
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
承
安

二
年
は
永
仁
四
年
よ
り
百
二
十
四
年
前
、
日
法
聖
人
誕
生
の
八
十
七
年
前
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
の
は
正
確
に
は
違
う
と
い
う
こ
と

で
、
承
安
二
年
は
小
の
月
で
あ
る
聞
十
二
月
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｊ
一才
之
巻
』
は
巻
首
を
欠
く
た
め
、
紙
背
の
十
二
月
分
を
欠
い
て
い
る

が
、
さ
ら
に
聞
十
二
月
分
も
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
時
代
も
古
い
こ
と
も
あ
っ
て
除
外
し
て
い
た
が
、
再
検
討
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
月
日
と
干
支
が
永
仁
四
年
と
全
く

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
紙
背
具
注
暦
に
は
本
来
、
間
十
二
月
が
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
紙
背
具
注
暦
の
読
み
取
れ
る
範
囲
で
、
納
音

（五
行
）
・
十
二
直
上
一十
四
節
気
に
つ
い

て
承
安
二
年
と
永
仁
四
年
を
比
較
し
て
み
た
。
表
六
が
そ
れ
で
あ
る

（『日
本
暦
日
総
覧
』
に
よ
る
）。

紙
背
具
注
暦
は
承
安
二
年
と
十
二
直

ｏ
二
十
四
節
気
が
相
違
し
、
永
仁
四
年
と
全
く
符
合
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表
六
で
示
さ
な



７
／
９
丙
子

６
／
２９
丙
寅

６
／
２４
辛
酉

６
／
１４
辛
亥

６
／
９
丙
午

５
／
２８
丙
申

５
／
７
乙
亥

４
／
２８
丙
寅

４
／
２２
庚
申

４
／
１２
庚
成

４
／
７
乙
巳

３
／
２７
乙
未

３
／
２２
庚
寅

３
／
１２
庚
辰

３
／
６
甲
成

２
／
２６
乙
丑

１
／
２０
己
丑

１
／
１０
己
卯

月
日
干
支

水

・
定

火

ｏ
破

・
立
秋
七
月
節

木

・
満

金

・
定

。
大
暑
六
月
中

水

・
閉

火

・
除

ｏ
小
暑
六
月
節

火

・
執

火

・
成

ｏ
亡
種
五
月
節

木

・
平

金

・
執

・
小
満
四
月
中

火

ｏ
建

金

ｏ
満

・
立
夏
四
月
節

木

・
開

金

・
建

・
穀
雨
三
月
中

火

・
破

金

ｏ
収

・
清
明
二
月
節

火

・
閉

土

・
除

・
雨
水
正
月
中

紙
背
具
注
暦

水

・
定

・
立
秋
七
月
節

火

・
危

木

ｏ
満

・
大
暑
六
月
中

金

・
定

水

・
閉

・
小
暑
六
月
節

火

・
満

火

ｏ
執

・
亡
種
五
月
節

火

・
収

木

・
平

・
小
満
四
月
中

金

・
執

火

・
建

・
立
夏
四
月
節

金

・
平

木

・
開

・
穀
雨
二
月
中

金

ｏ
建

火

・
破

・
清
明
三
月
節

金

・
開

火

・
閉

・
雨
水
正
月
中

土

・
除
承
安
二
年
暦

水

・
定

火

・
破

ｏ
立
秋
七
月
節

木

・
満

金

。
定

・
大
暑
六
月
中

水

・
閉

火

・
除

ｏ
小
暑
六
月
節

火

・
執

火

ｏ
成

・
亡
種
五
月
節

木

・
平

金

・
執

・
小
満
四
月
中

火

・
建

金

ｏ
満

・
立
夏
四
月
節

木

・
開

金

・
建

・
穀
雨
二
月
中

火

・
破

金

・
収

ｏ
清
明
二
月
節

火

・
閉

土

・
除

ｏ
雨
水
正
月
中

永
仁
四
年
暦

表
六
　
承
安
二
年
と
永
仁
四
年
の
比
較

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

一
五
五



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

ｎ
／
２８
癸
巳

Ｈ
／
‐８
癸
末

Ｈ
／
‐３
戊
寅

Ｈ
／
３
戊
辰

１０
／
２８
癸
亥

‐０
／
‐８
癸
丑

‐０
／
‐２
丁
未

１０
／
３
戊
成

９
／
２６
壬
辰

９
／
１７
癸
未

９
／
１１
丁
丑

９
／
１
丁
卯

８
／
２６
壬
成

８
／
１６
壬
子

８
／
Ｈ
丁
未

８
／
１
丁
酉

７
／
２４
辛
卯

７
／
１５
壬
午

水

・
執

木

・
危

・
冬
至
十

一
月
中

土

・
満

木

ｏ
定

・
大
雪
十

一
月
節

水

・
建

木

ｏ
満

ｏ
小
雪
十
月
中

水

・
成

木

・
閉

・
立
冬
十
月
節

水

・
破

木

・
収

・
霜
降
九
月
中

水

・
平

火

・
執

・
寒
露
九
月
節

水

・
除

木

・
平

・
秋
分
八
月
中

水

・
開

火

・
建

・
白
露
八
月
節

木

・
危

木

・
開

・
処
暑
七
月
中

水

・
執

・
冬
至
十

一
月
中

木

・
危

土

・
満

・
大
雪
十

一
月
節

木

・
執

水

ｏ
建

・
小
雪
十
月
中

木

・
満

水

・
成

・
立
冬
十
月
節

木

・
建

水

・
破

ｏ
霜
降
九
月
中

木

・
収

水

・
平

・
寒
露
九
月
節

火

・
破

水

・
除

・
秋
分
八
月
中

木

・
平

水

。
開

・
白
露
八
月
節

火

・
除

木

・
危

・
処
暑
七
月
中

木

・
開

水

ｏ
執

木

・
危

・
冬
至
十

一
月
中

土

・
満

木

・
定

・
大
雪
十

一
月
節

水

・
建

木

・
満

・
小
雪
十
月
中

水

・
成

木

・
閉

・
立
冬
十
月
節

水

・
破

木

・
収

ｏ
霜
降
九
月
中

水

ｏ
平

火

・
執

ｏ
寒
露
九
月
節

水

・
除

木

・
平

・
秋
分
八
月
中

水

ｏ
開

火

・
建

・
白
露
八
月
節

木

・
危

木

・
開

ｏ
処
暑
七
月
中

一
五
六



か
っ
た
が
、
七
曜
に
つ
い
て
は
三
者
同
じ
で
あ
る
も
、
二
十
七
宿
は
承
安
二
年
と
相
違
し
、
永
仁
四
年
と

一
致
し
て
い
た
。

以
上
の
検
証
か
ら
、
筆
者
は

『三
才
之
巻
』
紙
背
の
具
注
暦
は
、
永
仁
四
年
の
具
注
暦
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

〓
一

『三
才
之
巻
』
筆
写
時
期
の
推
定

付
け
た
り
に
な
る
が
、
前
記
の
結
果
を
も
と
に
、
日
法
聖
人
は
い
つ
頃
、
具
注
暦

（以
下
、
「永
仁
四
年
具
注
暦
」
と
称
す
）
を
料
紙
と

し
て

『三
才
之
巻
』
を
筆
写
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

永
仁
四
年
は
日
蓮
大
聖
人
が
ご
入
滅
さ
れ
た
十
四
年
後
、
す
な
わ
ち
祖
滅
十
五
の
年
で
、
日
法
聖
人
三
十
八
歳
の
年
で
あ
る
。
宗
門
史

か
ら
見
れ
ば
、
前
年
に
は
六
老
僧
の

一
人
日
持
聖
人
が
海
外
弘
教
に
出
発
し
、
こ
の
年
は
日
像
聖
人
が
奈
良
の
大
聖
入
学
蹟
を
巡
覧
し
て

い
る
。
永
仁
四
年
具
注
暦
が
暦
と
し
て
の
役
目
を
終
え
た
永
仁
五
年
は
、
日
印
聖
人
が
越
後
に
本
成
寺
を
創
立
、
光
長
寺
に
お
い
て
は
日

春
聖
人
が
六
月
十

一
日
に
御
本
尊
を
し
た
た
め
て
お
ら
れ
る
。

ま
ず
第

一
に
言
え
る
こ
と
は
、
ど
一才
之
巻
』
の
筆
写
時
期
は
永
仁
四
年
具
注
暦
が
不
要
と
な
っ
た
永
仁
五
年

（
〓

一九
七
）
以
降
で
あ

り
、
日
法
聖
人
ご
遷
化
の
暦
応
四
年

（
一
三
四

一
）
以
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
推
論
と
な
る
が
、
日
法
聖
人
が
筆
録
あ
る
い
は
筆
写
さ
れ
た
諸
本
と

『三
才
之
巻
』
を
対
比
し
、
さ
ら
に
そ
の
時
期
を
し
ぼ
り

込
ん
で
み
た
い
。

数
あ
る
日
法
聖
人
自
筆
の
聖
教

・
典
籍

・
断
簡
の
中
で
、
筆
記
の
年
次
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
次
の
三
書
で
あ
る
。

Ａ
　
『下
山
抄
』
釜
日下
文
）

Ｂ
　
『後
五
百
歳
合
文
』

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八

Ｃ
　
『撰
時
抄
下
巻
』

Ａ
の

『下
山
抄
』
（書
下
文
）
は
高
木
豊
氏
が

「平
仮
名
本
」
と
称
し
て
い
る
本
で
あ
る
が
、
奥
書
に
、

「目
□
正
應
二
年
正
月
十
四
日
書
写
了
」

と

あ

る
。

Ｂ
の

『後
五
百
歳
合
文
』
の
奥
書
に
は
、

「正
和
五
年
献
財
六
月
廿
六
日
喜
沙
門
日
法

（花
押
ご

と
あ
る
。

Ｃ
の

『撰
時
抄
下
巻
』
の
奥
書
と
識
語
に
は
、

「　
　
　
元
徳
三
年
獣
材
八
月
中
国
――
□

寿
量
品
代
　
　
　
　
　
　
書
写
畢

此
者
為
五
藤
五
聖
霊
所
奉
書
写
也
御
後
見

之
貴
禅
垂
・一哀
一南
無
妙
法
蓮
花
経
御
唱
□

者
事
子
現
当
所
望
候
　
　
筆
師
僧
日
睡

（花
押
ご

「今
所
相
伝
大

（花
押
ご

と
あ
る
。

Ａ
の
正
応
二
年

（
一
二
八
九
）
は
日
法
聖
人
三
十

一
歳
の
時
で
あ
る
か
ら
、
「下
山
抄
』
釜
日下
文
）
は
永
仁
五
年
以
降
に
筆
写
さ
れ
た

『
三
才
之
巻
』
よ
り
以
前
の
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



Ｂ
の
正
和
五
年

（
〓
二
王
Ｃ

は
日
法
聖
人
五
十
八
歳
の
時
、
Ｃ
の
元
徳
三
年

（
〓
壬
二
こ

は
七
十
三
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
Ｂ

『後

五
百
歳
合
文
』
と
Ｃ

『撰
時
抄
下
巻
』
の
書
風
は
頗
る
似
て
お
り
、
「本
逃
相
違
要
文
上

・
下
』
『無
益
外
道
行
集
』
『下
山
抄
』
（漢
文
体
）

な
ど
と
も
似
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ど
一才
之
巻
』
は
少
し
書
風
が
異
な
り
、
『和
漢
朗
詠
集
下
』
に
共
通
し
て
い
る
。
『御
法
門
御
聞
書
上

・
下
』
は
宗
祖

の
御
法
門
の
聞
書
で
あ
る
か
ら
、
時
期
的
に
早
い
の
は
当
然
で
、
『大
田
禅
門
抄
』
な
ど
に
共
通
し
て
い
て
、
Ａ
の
『下
山
抄
』
釜
日下
文
）

に
近
い
も
の
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
書
風
の
変
化
で
見
る
か
ぎ
り
、
ご
一才
之
巻
』
は
Ａ
と
Ｂ
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

第
二
に
、
反
故
と
な
っ
た
具
注
暦
を
利
用
し
た
他
の
文
献
を
例
に
挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

三
条
実
房
の
日
記

『愚
昧
記
』
は
、
三
カ
所
に
別
か
れ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る

（
い
ず
れ
も
重
文
指
定
）
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所

蔵
の
承
安
二
年
の
日
記
は
、
前
年
で
あ
る
嘉
応
三
年

（承
安
元
年
、　
一
一
七

一
）
の
具
注
暦
二
種
の
紙
背
を
使

っ
て
い
る
。
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
に
あ
る
承
安
四
年
の
日
記
は
、
承
安
三
年

（
一
一
七
三
）
具
注
暦
の
紙
背
を
料
紙
に
用
い
て
い
る
。
実
房
よ
り
八
代
後
の
三
条

公
忠
の
日
記

『後
愚
昧
記
』
（康
安
元
年
、　
〓
量
ハ
一
～
永
徳
三
年
、　
〓
一一八
三
）
は
、
大
部
分
が
東
大
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

が
、
前
年
の
仮
名
暦
な
ど
を
翻
し
て
料
紙
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
陽
明
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
近
衛
政
家
の
日
記

『後
法
興
院
記
』
は
、
文
正
元
年

（
一
四
六
六
）
分
は
八
年
前
の
長
禄
二
年

（
一
四
五
八
）
と

一
年
前
の
寛
正
六
年

（
一
四
六
五
）
と
同
七
年

（当
年
で
あ
る
文
正
元
年
）
の
具
注
暦
、
さ
ら
に
前
年

（寛
正
六
年
）

の
仮
名
暦
な
ど
の
一
部
や
大
半
を
翻
し
て
使
い
、
応
仁
元
年
分
は
前
年
で
あ
る
文
正
元
年
の
具
注
暦
な
ど
を
翻
し
て
使
い
、
応
仁
二
年
分

は
前
年
の
文
正
三
年
の
仮
名
暦
二
部
を
翻
し
て
用
い
て
い
る
。
時
代
は
下
る
が
、
近
衛
尚
嗣
の
日
記

『尚
嗣
公
記
』
亀
妙
有
真
空
院
記
』

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇

一
六
三
四
～
五
三
年
の
記
）
も
、
多
く
前
年
か
当
年
の
暦
を
翻
し
て
そ
の
裏
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
暦
は
比
較
的
早
く
再
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
勿
論
例
外
も
あ
っ
て
、
や
は
り
陽
明
文
庫
所
蔵
に

か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
衛
政
家
筆

『建
武
年
中
行
事
』

一
巻
は
文
明
十
七
年

（
一
四
八
五
）
の
写
本
で
あ
る
が
、
そ
の
料
紙
は
建
保

七
年
■

一
二

九
）
と
い
う
、
何
ん
と
二
百
六
十
六
年
前
の
具
注
暦
の
紙
背
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
何
か
特
別
な
理
由
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。　
一
般
的
に
は
、
暦
に
日
記
の
ご
と
き
記
録
が
あ

っ
た
り
、
受
信
し
た
重
要
文
書
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、

数
年
以
内
に
反
故
と
な

っ
て
再
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
日
法
聖
人
が

『三
才
之
巻
』
を
筆
写
さ
れ
た
の
は
永
仁
五
年

（
一
二
九
七
）
か
ら
正
和
五
年

（
〓
二
王
Ｃ

の
間

（こ
の
間
十
九
年
）
で
あ
り
、
具
注
暦
の
再
利
用
は
数
年
以
内
が

一
般
的
と
い
う
点
か
ら
、
永
仁
五
年
よ
り
そ
う
年
を
経
な
い
時
期

と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『三
才
之
巻
』
紙
背
の
具
注
暦
を
検
証
し
た
結
果
、
永
仁
四
年
具
注
暦
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
前
に
稲
田
海
素
先
生
が

「永

仁
四
年
の
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
法
聖
人
が
永
正
四
年
具
注
暦
を
翻
し
て

『三
才
之
巻
』
を
書
き
写
さ
れ
た
の
は
、
永
仁
五
年
よ
り
そ
う
年
を
経
な
い
時
期

で
あ
る
と
推
定
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
お
こ
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
日
法
聖
人
御
真
筆
の
聖
教

・
典
籍
類
を
編
年
す
る
上
で
の
一
つ

の
座
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の

「永
仁
四
年
具
注
暦
」
の
価
値
で
あ
る
が
、
具
注
暦
そ
の
も
の
は
た
く
さ
ん
残

っ
て
お
り
、
こ
の
具
注
暦
が
暦
の
歴
史



上
、
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
と
な
る
か
は
、
暦
史
研
究
に
お
い
て
門
外
漢
で
あ
る
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
伊
豆
国
三
島
神
社
が
Ｊ
一島
暦
」

と
い
う
も
の
を
古
く
か
ら
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
も
そ
れ
と
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
今
ま
で
の
調
査
で
は
、
暦
面
に

所
持
者
の
書
き
込
み
は
見
ら
れ
な
い
。
裏
打
紙
を
す
か
し
て
、
さ
ら
に
精
査
す
れ
ば
あ
る
い
は
見
つ
か
る
か
も
知
れ
な
い
。
日
法
聖
人
か

誰
か
の
筆
跡
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
価
値
が
上
が
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

註

（１
）
光
長
寺

『賓
物
管
理
記
録
簿
』
（昭
和
四
五
年
）
の
内

「宝
物
台
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
第

一
種
賓
物
四
四
番
。
明
和
五
年
の
『光

長
寺
霊
宝
掴
』
に
は

「
一　

封
「為
聾
文
　
　
一
軸
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
紺
地
金
欄
の
布
表
紙
に

「三
才
巻
」
の
題
簸
が
あ
り
、

内
題
は
無
い
。
第

一
紙
の
紙
背
に
は

「天
地
人
三
才
之
巻
判
拾
七
」
と
書
い
た
押
紙
が
あ
る
。
同
様
の
押
紙
は
日
法
聖
人
筆

『持

戒
無
戒
事
』
（第

一
種
賓
物
三
七
番
）
に
も
あ
り
、
「持
戒
元
戒
判
拾
六
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
『持
戒
無
戒
事
』
は
全
十
六
紙
で
、

紙
背
の
継
目
ご
と
に
継
目
印
を
押
し
て
あ
り
、
そ
れ
が

「判
拾
六
」
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
『天
地
人
三
才
之
巻
』
も
や
は
り
紙
背

に
継
目
印
が
あ
り
、
本
紙
は
全
二
十
四
紙

（原
形
の
紙
数
は
十
八
紙
だ
が
、　
一
部
寸
断
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
が
、
裏
打
紙
の
紙

数
は
十
九
紙
で

「判
拾
七
」
と

一
致
す
る
。
「七
」
は
誤
記
で
あ

っ
て
、
そ
の
上
に

「九
」
と
重
ね
書
し
た
も
の
の
、
「九
」
に
見

え
な
い
た
め
に
更
に
小
字
で

「九
」
と
添
字
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
巻
子
本
で
あ
る
が
、
も
と
は
袋
綴
の
冊
子
本
で
あ

っ

た
。

（２
）
平
成
六
年
九
月
、
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
で
、
小
西
徹
龍
先
生
は
「光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
の
引
用
書
に
つ
い
て
―
特

に
国
史
関
係
史
料
と
の
関
連
に
つ
い
て
―
」
を
発
表
さ
れ
た
。

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

一



日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

（３
）
稽
田
海
素

「祀
書
鑽
仰
史
談

（第
四
回
ご

『大
崎
学
報
』
第
八
九
号
、　
一
一
四
頁
。
昭
和

一
一
年

一
二
月
二
〇
日
。
（こ
の
資
料
は

小
西
徹
龍
先
生
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
）

（４
）
例
え
ば
、
桃
裕
行
氏
は
多
賀
城
跡
出
土
の
漆
紙
文
書
に
含
ま
れ
て
い
た
具
注
暦
の
断
片

（解
読
で
き
る
文
字
は
わ
ず
か
に
十
三
字
）

を
宝
亀
十

一
年
具
注
暦
の
断
簡
と
断
定
し
て
お
ら
れ
る

（桃
裕
行

『暦
法
の
研
究

〔上
Ｆ

〈桃
裕
行
著
作
集
７
〉
六

一
頁
、
平
成

二
年
六
月

一
五
日
、
思
文
閣
出
版
刊
）。

註

（２
）

日
曜
が

「蜜
」
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
二
書
に
詳
し
い
。
広
瀬
秀
雄

『暦
』
〈
日
本
史
小
百
科
５
〉
昭
和
五
三
年
三
月
二
〇
日
、

近
藤
出
版
社
刊
。
太
田
晶
二
郎

「日
本
の
暦
に
於
け
る

「蜜
」
標
記
の
上
限
」
『太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
（第

一
冊
、
平
成
二
年
八

月

一
〇
日
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
所
収
。

註

（２
）

光
長
寺

・
身
延
山
墓
碑
銘
。
「富
士
門
家
中
見
聞
」
翁
富
士
宗
学
要
集
』
第
五
巻

・
宗
史
部
）。
『岡
宮
光
長
寺
記
録
』
（本
能
寺
蔵
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
に
よ
る
）
と

『当
要
集
』
（香
川
国
祐
寺
蔵
）
は
暦
応
三
年
と
す
る
。
『本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』

（本
満
寺
刊
）
は
暦
応
四
年
で
あ
る
が
、
九
十
歳
と
す
る
。

（９
）
例
え
ば
中
山
法
華
経
寺
の

『双
紙
要
文
』
は
日
蓮
大
聖
人
が
文
永
初
頭
か
ら
七
年
頃
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
紙

背
の
文
書
は
ほ
ぼ
建
長
元
年
か
ら
三
年
ま
で
の
間
の
も
の
で
、
元
仁
二
年
の
も
の
も
二
通
含
ま
れ
て
い
る
。
（石
井
進

「
「日
蓮
遺

文
紙
背
文
書
」
の
世
界
」
〈小
川
信
編

『中
世
古
文
書
の
世
界
』
所
収
、
平
成
二
年
七
月

一
日
、
吉
川
弘
文
館
刊
と
。
こ
れ
は
紙
背

文
書
が
比
較
的
重
要
で
あ

っ
た
た
め
で
、
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

8   7 6   5



（１０
）
大
谷
光
男
他
編

『日
本
暦
日
総
覧
』
（具
注
暦
篇
・中
世
前
期
）
、
本
の
友
社
刊
。
静
岡
県
立
図
書
館
よ
り
送
付
い
た
だ
い
た
コ
ピ
ー

に

よ

る
。

（Ｈ
）
加
唐
興
三
郎
編

『日
本
陰
陽
暦
日
対
照
表
』
（下
巻
）
、
平
成
五
年
九
月
三
〇
日
、
ニ
ッ
ト
ー
刊
。
他
に
湯
浅
吉
美
編

『増
補
日
本

暦
日
便
覧
』
と
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『史
料
綜
覧
』
（巻
五
）
を
参
照
し
た
。

表
紙

・
内
題
な
ど
に
使
用
か
。

註

（１０
）

法
華
宗
宗
門
史
編
纂
委
員
会
編

『法
華
宗
年
表
』
昭
和
四
七
年
五
月
二
三
日
、
法
華
宗

（本
門
流
）
宗
務
院
刊
。

註

（１４
）
に
同
じ
。

永
仁
五
年
六
月
十

一
日
付
、
日
春
聖
人
御
本
尊
。
光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物

一
二
番
。
た
だ
し
、
こ
の
御
本
尊
に
は
疑

い
が
あ
る
。
花
押
は
南
北
朝
期
の
も
の
に
近
い
。

高
木
豊

「諸
本
解
説
」
『日
蓮
』
〈
日
本
思
想
大
系
１４
〉、
昭
和
四
五
年

一
二
月
二
四
日
、
岩
波
書
店
刊
。

『下
山
抄
』
釜
日下
文
）
は
光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
三
五
番
。
内
題
下
の
端
書
に
、

「大
輔
阿
閣
梨
付
属
　
日
法

（花
押
）

正
慶
二
年
諮
六
月

一
日
　
　
　
」

と
あ
る
。
大
輔
阿
閣
梨
は
光
長
寺
南
之
坊
開
基
日
円
聖
人

（日
法
聖
人
の
弟
子
）
と
思
わ
れ
る
。
日
法
聖
人
は
正
応
二
年

（
一
二

八
九
）
に

『下
山
抄
』
を
書
写
さ
れ
、
四
十
四
年
後
の
正
慶
二
年

（
一
三
二
三
）
、
七
十
五
歳
の
時
に
大
輔
阿
閣
梨
に
付
属
し
た
こ

と
に
な
る
。

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

一
一ハ
三
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一
六
四

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証

『静
岡
県
史
』
（資
料
編
６
、
中
世
二
。
平
成
四
年
二
月
二

一
日
）
の
正
慶
二
年

公
死
弘
三
年
）
六
月

一
日
条
に

「駿
河
国
光
長
寺

日
法
、
下
山
抄
を
日
円
に
授
け
る
」
と
し
て
、
端
書
と
奥
書
を
載
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
奥
書
を
異
筆
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は

同
意
で
き
な
い
。
『沼
津
市
史
』
（史
料
編
、
古
代

・
中
世
。
平
成
八
年
二
月
二
八
日
）
も
同
様
で
あ
る
が
、
奥
書
を
異
筆
と
は
じ

て
い
な
い
。
古
く
は
稽
田
海
素
が
こ
の
端
書
と
奥
書
を
紹
介
し
て
い
る

（註
３
参
照
）
が
、
若
干
の
誤
記
が
あ
る
。

（・９
）
『後
五
百
歳
合
文
』
は
光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
三
二
番
。
『静
岡
県
史
』
（資
料
編
５
、
中
世

一
。
平
成
元
年
二
月
二
〇

日
）
の
正
和
五
年
六
月
二
十
六
日
条
に

「駿
河
国
光
長
寺
日
法
、
後
五
百
歳
合
文
を
書
写
す
る
」
と
し
て
、
こ
の
奥
書
を
載
せ
て

い
る
。
『沼
津
市
史
』
（史
料
編
、
古
代

・
中
世
）
も
同
様
で
あ
る
。

『後
五
百
歳
合
文
』
は
宗
祖
の
御
真
蹟
が
無
く
、
古
写
本
と
し
て
は
身
延
朝
師
本
が
有
名
で
、
昭
和
定
本
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
光
長
寺
の
法
師
本
は
、
朝
師
本
と
も
刊
本
と
も
若
干
異
な
る
も
の
で
、
最
古
の
写
本
で
あ
る
。

（２０
）
光
長
寺
本

『撰
時
抄
』
は
下
巻
の
み
の
残
欠
本
。
宗
祖
の
御
真
蹟
は
玉
沢
妙
法
華
寺
に
あ
る
。
光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓

物
三

一
番
。
『静
岡
県
史
』
（資
料
編
５
、
中
世

一
）
の
死
徳
三
年
八
月
条
に
「駿
河
国
光
長
寺
日
法
、
撰
時
抄
下
巻
を
書
写
す
る
」

と
し
て
、
こ
の
奥
書
と
識
語
を
載
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
書
は
送
り
仮
名
と
返
点
を
欠
い
て
お
り
、
「後
見
」
の
下
に
「□
」
盆

字
不
明
の
符
合
）
を
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
読
め
な
い
は
ず
の

「日
□

（花
押
と

を

「日
法

傘
化
押
ご

と
し
て
い
る
。
『沼
津
市

史
』
（史
料
編
、
古
代

。
中
世
）
も
同
様
で
あ
る
。

高
木
豊
氏
は

『日
蓮
』
の

「諸
本
解
説
」
（註
１７
参
照
）
で
、
光
長
寺
本

『撰
時
抄
』
に
つ
い
て

「僧
某
書
写
、
日
法
所
持
本
と
思

わ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
僧
某
と
し
た
の
は
、
署
名
が
判
読
で
き
ず
、
花
押
が
違
う
た
め
に

「筆
師
僧
日
法

傘
化
押
と

と
断
定

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

『撰
時
抄
下
巻
』
は
紛
れ
も
な
い
日
法
聖
人
の
ご
筆
跡
で
、
花
押
は

一
見
し
て
別



人
の
も
の
に
見
え
る
が
、
正
し
く
日
法
聖
人
の
花
押
で
あ
る
。
こ
の
書
の
巻
尾
は
破
損
が
ひ
ど
く
、
表
装
す
る
時
に
誤
っ
て
花
押

が
裏
返

っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
法
聖
人
の
花
押
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

余
談
に
な
る
が
、
識
語
の

「今
所
相
伝
大

（花
押
と

の

「大
」
と
は
、
日
法
聖
人
の
弟
子
大
輔
阿
閣
梨
日
円
聖
人
で
は
な
い
か
と

推
定
す
る
。
ど
う
も

「輔
」
字
と
花
押
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
な
ら
な
い
。
乞
う
、
御
教
示
。

（２‐
）
光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
二
九
番

・
三
〇
番
。
上
巻
の
題
答
は

「本
述
相
違
抄
」、
内
題
は

「本
逃
相
違
」。
下
巻
の
題

簸
と
内
題
は
「本
逃
相
違
要
文
」
、
た
だ
し
内
題
は
見
返
し
と
原
本
の
間
に
切
紙
を

一
紙
つ
な
い
で
書
い
た
も
の
で
、
異
筆
で
あ
る

（題
答
と
同
じ
筆
跡
）。

（２２
）
光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
四
〇
番
。
題
簸
は

「無
益
外
道
行
集
」、
内
題
は

「無
益
外
道
行
集
」
、
奥
題
も

「無
益
外
道
行

集
」。

（２３
）
高
木
豊
氏
は
、
こ
の
本
を

「片
仮
名
本
」
と
称
し
て
い
る

（註
１７
参
照
）。
光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
三
四
番
。
題
簸

「下

山
抄
嶺
」。
内
題
は

「下
山
抄
」
と
あ
り
、
奥
下
に

「繹
日
法

（花
押
と

と
署
判
が
あ
る
。
内
題
は
原
表
紙
の
外
題
で
あ
ろ
う

か
。
た
だ
し
、
左
端
に
綴
穴
が
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
原
見
返
し
の
内
題
か
も
知
れ
な
い
。

『日
法
聖
人
断
簡
』
（十
二
行
）
〈光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
四
五
番
〉
は
、
こ
の

『下
山
抄
』
（漢
文
体
）
の
末
尾
に
続

く

一
紙
で
あ
る
。

光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
四
二
番
。
題
簸
は

「和
漢
朗
詠
集
」
、
内
題
は

「和
漢
朗
詠
集
下
」
。
下
巻
の
み
の
残
欠
本
。

光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
二
二
番
上
一四
番
。
日
法
聖
人
御
所
持
本
調
査
委
員
会
編

『御
法
門
御
聞
書
』
（平
成
二
年
四

月
五
日
、
大
本
山
光
長
寺
刊
）
参
照
。

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五

25  24



（
２６

）
34  33  32  31  30  29  28  27

日
法
聖
人
筆

『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
の
検
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六

光
長
寺

「宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物
二
八
番
。
題
簸
は

「大
田
禅
門
抄
　
一不
祖
」、
内
題
は

「大
田
抄
」。
内
題
の
右
に
書
か
れ
て

い
て
抹
消
さ
れ
て
い
る
内
題
は

「取
要
撰
時
抄
」
と
読
め
る
。
本
来
の
内
題
で
あ
ろ
う
。
内
題
の
三
字
と
、
巻
尾
の

一
紙
は
異
筆

と
思
わ
れ
る
。
宗
祖
の
御
真
蹟
四
十
五
紙
二
巻
は
中
山
法
華
経
寺
に
あ
る

（定
遺

一
七
〇

『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
し
。

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編

『中
世
の
日
記
』
（昭
和
六
三
年
二
月

一
九
日
、
０
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
刊
）。

桃
裕
行

『暦
法
の
研
究

〔上
ど
　
一
七
頁
。
註

（４
）
参
照
。

佐
藤
和
彦

「後
愚
昧
記
」
『日
本
歴
史

「古
記
録
」
総
覧
』
（上
巻
）、
平
成
元
年

一
一
月
二
七
日
、
新
人
物
往
来
社
刊
。

改
元
の
た
め
反
故
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

益
田
宗

「解
説
」
『後
法
興
院
記
四
』
〈陽
明
叢
書
、
記
録
文
書
篇
、
第
八
輯
〉、
平
成
三
年

一
二
月
二
五
日
、
思
文
閣
出
版
刊
。

桃
裕
行

『古
記
録
の
研
究

〔下
ど

〈桃
裕
行
著
作
集
５
〉

一
九
九
頁
、
平
成
元
年
五
月

一
〇
日
、
思
文
閣
出
版
刊
。

陽
明
文
庫
編

『増
訂

・
陽
明
世
停
解
説
』
昭
和
五
九
年
二
月
二
〇
日
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
。

現
在
の
静
岡
県
三
島
市
の
三
島
大
社
が
出
し
た
暦
で
、
現
存
最
古
の
も
の
は
足
利
学
校
図
書
館
所
蔵
の
永
享
九
年

（
一
四
三
七
）

版
行
の
暦
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
は
残

っ
て
い
な
い
。


